
寒冷地手当について NO.１

令和７年９月小諸市議会定例会 議案第88号、
長野県ホームページ「寒冷地手当に関する報告及び勧告」（別紙第２）資料より抜粋

第1条小諸市一般職の職員の給与に関する条例（昭和29年小諸市条例第26号）の一部を次のように改正する。
第31条第1項第1号中「19,800円」を「16,000円」に改め、
同項第2号中「11,400円」を「9,000円」に改め、
同項第3号中「8,200円」を「6,000円」に改める。

第2条小諸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第31条第1項第1号中「16,000円」を「15,000円」に改め、同項第2号中「9,000円」を「8,000円」に改める。
第3条小諸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第31条第1項第1号中「15,000円」を「14,000円」に改める。

小諸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例



寒冷地手当について NO.２

長野県ホームページ「寒冷地手当に関する報告及び勧告」（別紙第１）資料より抜粋

令和７年４月１日以降の支給地域の改定



AED関連情報 NO.３

小諸市ホームページからのリンク先『AEDを使った救命の仕方』より抜粋

手順１ 反応の確認と119番通報／AEDの要請

手順２ 呼吸の確認と胸骨圧迫(心臓マッサージ）

ポイントは「強く」、「はやく」、「たえまなく」



市内AED設置施設 NO.４

小諸市ホームページからのリンク先『日本救急医療財団全国AEDマップ』より抜粋

●市内、現在表示される設置場所 ●日本全国AEDマップ

日本全国AEDマップより抜粋



緊急時のAEDの持ち出しについて NO.５

山梨市ホームページより抜粋


